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平成 29年 (ワ )第 4952号  損害賠償請求事件

原告 千葉明、千葉恵司代、千葉由紀子

被告 藤井将登

被告準備書面 (6)

平成 30年 11月 16日

横浜地方裁判所第 7民事部 ろ係 御 中

被告訴訟代理人 弁護士 三 上

1 原告らの主張する「煙」は通常人には分からないものであること

本 日午前 10時 30分からの口頭弁論期 日において、原告ら訴訟代理人 (山

田義雄弁護士)は、被告訴訟代理人から「原告の主張する煙ないし臭いは、今

でも、朝から深夜まで及んでいる状況に変わりはないのか。」という質問に対

し、 「実際はどうか、分からない。原告明には分からないし、原告ら訴訟代理

人にも分からない。」 「しかし、原告恵司代及び原告由紀子は、今でも変わら

ないと言っている。」と答えた (乙 7)。

つ ま り、原告 らの主張に よれば、原告恵司代及び原告 由紀子 が感 じてい る
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由紀子だ |すが、感 じ取れるものなのである。

2 原告らの主張する「煙」は被告の喫煙したタバコの副流煙ではないこと

その「煙」は、原告らの主張によれば、「被告の不在時」でも、四六時中、

原告宅に入 り込んで くる、 とい うものである (原告準備書面 (3)16頁 )。
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そして、その「煙」は、被告が完全に禁煙 していた平成 28年 9月 6日 から

同月 22日 までの間にも、変わらず、依然として、原告宅に入 り込んできた、

とい うものである (原告準備書面 (1)6頁 )。

こうして、 「被告の不在時」でも、 「被告が完全に禁煙 していた期間」でも、

変わらず、原告宅に入 り込んでくる「煙」は、被告の喫煙 したタバコの副流煙

では、あり得ない。

そうすると、原告恵司代及び原 由紀子が感 じ取ってい もの (通 常 に は

分 か らな 1`、 の)は 被告 の喫 したタバ コの冨|1流 煙 で
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3 原告らには、被告がいつ喫煙しているのかも分からないこと

もし仮に、原告恵司代及び原告由紀子が感 じ取っているものが、被告の喫煙

したタバコの副流煙であるとしたら、同原告らは、原告宅にいながらにして、

被告が、被告宅でいつタバコを吸っているのか、分かることになる。しかし、

そのようなことは、不可能である。
‐

そして、平成 28年 9月 6日 、実験のために、被告が、被告宅で喫煙したと

きも、原告恵司代は、原告宅において、そのタバコの臭いを確認することはで

きなかったものである。

したがって、原告恵司代及び原告由紀子は、原告宅で、四六時中、何かを感

じ取っているのが事実だとしても、その何かを感 じ取ったとき、被告が喫煙 し

ているかどうか (さ らには、被告が在宅しているかどうか)も 分からないから、

その何かによる被害が、受動喫煙によるものであるとい うことはできない。

4 本件は、一般的に受動喫煙が問題 となる場面とは全く違 うこと

ふつう、受動喫煙が問題 となるときヤこは、被 を主張する者 は、 自らがいつ、

ど の 受動 にさらされたのか、明確 に認識 してい る。

例えば、職場での受動喫煙が問題 となる場面では、「まさに、日の前で、タ

バコがすわれている。」ものである。また、隣人のベランダでの喫煙が問題と
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なる場面でも、被害者は「いま、隣のベランダでタバコをすっている。」こ と

が分かっている。

この点が、本件訴訟について、~般的に、受動喫煙が問題となる場面とは、

全 く違 うところである。本件では、原告らは、被告がいつ家にいて、タバコを

吸っているのかも分からないまま、被告が不在時でも、四六時中、原告宅に入

り込んでくるとい う「煙」 (それが 「煙」であるかどうかも、分からない。)

を、全て、被告の喫煙 したタバコの副流煙であると決めっけているに過ぎない。

5 原告らについて、受動喫煙症であるとする診断には根拠がないこと

原告明の診断書 (甲 1)に よれば、 「タバコの煙をかぐたびに、上記の症状

が出る。」とされている。

原告恵司代の診断書 (甲 2)に よれば、「煙を感 じるたびに喉に…ひりひり

する感じが出始めた」とされている。

原告由紀子の診断書 (甲 3)に よれば、「タバコ煙に接するたびに…咽頭炎、

呼吸困難を感じてぃた。」とされている。

しかし、実際には、原告 らについて、上記の症状が出たとき、被告がタバコ

を吸つていたかどうかも分からないし、そもそも、被告が在宅していたかどう

かすら分 からないのであるから、「タバコの煙をかぐたびに」 「煙を感 じるた

びに」 「タバコ煙に接するたびに」というのは、全て思い込みである。
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